
公拡法第４条（届出）・第５条（申出）手続きフロー

土地所有者

届出書・申出書の受理

（譲渡制限開始）

書類提出（契約の３週間前まで）

関係各課、関係地方公共団体等へ照会・調整

買取りを希望する

地方公共団体等がある場合

買取りを希望する

地方公共団体等がない場合

土地買取希望団体不存在通知書土地買取り協議決定通知書

譲渡制限解除

買取り希望団体と協議

協議不成立

協議成立

買取り（売買契約締結）

・不存在通知があった時（届出・申出日から最⾧３週間）

・買取り協議決定通知があった日から３週間経過した時

または協議が成立しないことが明らかになった時まで

（届出・申出日から最⾧６週間）

・通知がなく届出・申出日から３週間経過した時


